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Ⅰ

　本誌（2005年10月号）の大形里美氏による拙著

『インドネシア――イスラーム主義のゆくえ――』

［見市 2004］への書評は，内容に著しい事実誤認があ

り，拙著の意図を正しく伝えていない記述が数多く

みられる。拙著を書評として取り上げていただいた

ことには謝意を惜しまないものの，それだからこそ，

評者の投げかけた疑問に応える責務があると考え，

この場をお借りして一文を提示することにした。

　評者の指摘は多岐にのぼるが，誤読に基づく不正

確な記述のすべてに応えるのは煩雑にすぎる。した

がって，主題別に再構成して説明を加え，重要な事

実誤認については適宜簡単な指摘に留めたい。

Ⅱ

　�まず拙著の意図と，そのインドネシアのイス

ラーム研究における位置づけについて，評者は以下

のような指摘をしている。「近年結成された新しい

イスラーム組織や運動の動向については詳しく解説

されている一方，インドネシア２大イスラーム組織

であるNU（ナフダトゥール・ウラマー）とムハマ

ディヤのイデオロギーについてはほとんどふれられ

ていない。（中略）本書の内容を正確に理解するには，

インドネシアのイスラームに関する一般的知識を

持っておくことが不可欠である」。本書は教科書的

な解説を意図したものではなく，近代化や都市化に

伴う現代の諸問題に対してインドネシアのイスラー

ムがいかに応えたのか，世界的な潮流を視野にいれ

ながら多角的に議論しようと試みた。新しい団体に

ついて網羅的な解説をしようとしたわけでもないが，

従来のインドネシアのイスラーム研究が，NUとム

ハマディヤの研究に終始してきたことにはむしろ批

判的な立場からこうしたアプローチを採用した。

もっとも，NUとムハマディヤが重要ではないと主

張しているわけではない。評者が要求するような一

般的知識については，序章である程度説明し，とく

にNUについては第３章でかなりの分量を割いて，

その捉え方につき議論を展開している（101～108，

183～185ページ）。イスラーム左派はNUから生ま

れ，正義党にはNUとムハマディヤ両方の出身者が

指導層にいる。NUとムハマディヤは実に多様な要

素を持つ。むしろ，NUやムハマディヤをそれぞれ

特定の「イデオロギー」を持つ一体性の高い行為主

体として捉えることの方が，現実をみえにくくする

のではないだろうか（注１）。

　こうした前提を踏まえたうえで，本書はイスラー

ム主義をキーワードに，現代インドネシアにおける

イスラームのダイナミクスを理解するために必要と

思われるいくつかの潮流を取り上げたのである。

　�評者は，第３章におけるイスラーム左派とリベ

ラル派の区別を問題視し，「両者の違いよりも共通

性に目を向ける方が全体的な対立の構図を理解しや

すい」と指摘している。たしかに，両者を厳密に区

別することは難しく，またイスラーム主義に対峙す

る共闘関係にあるのは事実である。しかし，第２章

と第３章の意図は，むしろ一見対立的にみえるイス

ラーム主義者とイスラーム左派には社会問題を解決

するためのイスラームの役割を重視し，活動を組織

化しているという共通点を指摘することにあった。

両者がともに，インドネシア社会の状況を踏まえて

生まれ，しかしその宗教観や国家観においては対照

的な理想を持つに至ったのはなぜか，両者の発展過

程をたどることによって明らかにした。

『インドネシア――イスラーム主義のゆくえ――』
に関する大形里美氏の書評に応えて
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　したがってイスラーム主義者とリベラル派を両辺

とみて比較するのは，本書の意図とは異なる。われ

われ観察者はイスラーム主義に対抗するというイス

ラーム左派やリベラル派と共闘関係にあるわけでは

ない。またイスラーム左派からは，リベラル派が単

なる言葉遊びに終始し，また経済的自由主義を推進

する「ブルジョワ的」あるいは「植民地主義的」勢

力であるとの極めて「左派的」な批判が少なくない

のである［Masdar 2003；Baso 2005］。

　�評者は「イスラームが暴力を正当化する宗教で

あるとの誤解を招きかねない記述がみられる。（中

略）イスラームも他の宗教と同様に平和を尊重する

宗教である。イスラームは自衛のための戦闘は認め

るが，攻撃目的の戦闘を支持するのはごく一部の偏

狭で過激なグループに過ぎない」と指摘している。

もちろん，多くのムスリムが平和を切に願い，また

宗教間の対話を促進していることは筆者も承知して

おり，第３章でも指摘しているところである。しか

しながら，（イスラームに限らず）暴力を宗教の名の

もとに肯定する勢力は厳然と存在し，彼らの影響力

は小さくない。急進的なイスラーム主義者はイス

ラーム法学者によって率いられ，クルアーンを引用

して彼らの闘争を正当化する。イスラーム主義者は

また，多くの場合自らの闘争を「防衛」であると位

置づけている。西洋による軍事的，政治的，経済的，

さらに文化的な侵略を受けているとの知覚を持ち，

こうした侵略からイスラーム共同体を防衛するため

の「聖戦」をしているのである。そして，爆弾テロ

には賛成しなくても，西洋による侵略を受けている

という意識を共有するムスリムは少なくない（52～

58ページ）。2001年の9.11テロのあと，ウサマ・ビン

＝ラーディンを英雄視するムスリムが少なからず存

在したことを否定できるだろうか。イスラームに対

する偏見を改めることは研究者に課せられた責務で

あろう。しかし現実の暴力から目を背けてイスラー

ムの「良い」ところだけに目を向けることが建設的

な行為であろうか。

Ⅲ

　�イスラーム主義について，評者は「国家の枠組

みを超えるべき
� �

思想だという見方に立っているよう

な書き方が見受けられる」（傍点引用者）と指摘し

ている。正義党が，最終的にカリフが統治するイス

ラーム国家を目指すことについて，「著者の解釈は

飛躍」しており「何ら根拠が示されていない」と断

じている。そして「著者のいう『イスラームのグロー

バルな論理』がどうであれ，その論理がダルル・イ

スラーム運動の挫折を経験したインドネシア社会の

文脈でいかに受容されているかが重要であろう」と

の指摘をしている。評者は，筆者がイスラーム主義

をナショナリズムより優れたイデオロギーであると

の価値判断をしているとの解釈をされたのだろうか。

イスラーム主義は政治的イデオロギーであり，イデ

オロギーとは特定の政治主体が意図的につくりだす

教義のことである（22ページ）。イスラーム主義にお

いては「包括的なシャリーアの適用とイスラーム国

家の樹立を最終目標とする」（14ページ），そしてこ

れが現代におけるイスラームのグローバルな論理で

あり（13ページ），すなわちこのイデオロギーは国民

国家を凌駕しようと志向する。もちろん，こうした

イデオロギーの現実への適用は容易ではない。イス

ラーム主義と反するような国民国家の枠組みやロー

カルな論理への妥協を迫られる。あとで述べるよう

に，筆者はこの妥協をむしろ肯定的に捉えているが，

イスラーム主義と他のイデオロギーの優劣を決めつ

けるような価値判断は極力避けているつもりである。

筆者の意図は，（まさに評者が本書に欠けていると

指摘している）イスラーム主義がインドネシア社会

の文脈でいかに受容されているか，について分析す

ることであった。

　正義党は，ジャマーア・イスラミヤ（JI）などと

は異なり，現状の議会制民主主義制度を容認し，国

民国家インドネシアの統一を肯定する。「より純粋

に」グローバルなイスラーム主義の論理を貫徹する

勢力からみれば大きな妥協をしている。正義党がイ

デオロギー的な整合性を保とうとした結果，国民な
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いし民族の一体性はウンマの一体性を前提としてい

るとの論理展開になった。評者は，同党が引用した

クルアーンの章句からカリフ制樹立の理想を類推し

ているとの誤解をしたのかもしれない（89～90ペー

ジ）。しかし，正義党の幹部党員と個別に話しをす

れば，多くはカリフ制という最終目標を共有してい

ることがわかる。この事実はまた党員向けの著作か

らも実証することも可能である［見市 2005］。そも

そも，少なくとも現代イスラームの研究者レベルで

は，ムスリム同胞団を起源とする諸運動が（究極的

な目標として）イスラーム国家の樹立を志向してい

るのは常識的な事柄ではなかろうか。

　�評者は「ムハマディヤなどがサラフィー主義の

影響を受けたことには言及するが，正義党やJIなど

の『新しいイスラーム主義運動』がサラフィー主義

的な特徴を強く備えていることやそれらの組織指導

者を輩出したLIPIA（サウジアラビアにある大学の

ジャカルタ分校）がインドネシアにサラフィー主義

を普及させたことについては一切言及していない」

と指摘している。

　評者が指摘するように，サラフィー主義とは近年

２つの潮流を指して使われる。第１にインドネシア

ではムハマディヤなどに影響を与えた20世紀初頭の

運動であり，第２に1970年代後半以降にサウジアラ

ビアのワッハーブ主義者の影響下で拡大された運動

である。後者ではワッハーブ主義とサラフィー主義

はほぼ同義である。日本では，後者の用語法はまだ

一般的とはいえないため，拙著においては，サラ

フィー主義は前者の意味のみに使用し，後者はワッ

ハーブ主義に統一することで区別した（注２）。ムハマ

ディヤにも影響を与えた（前者の）サラフィー主義

が初期イスラーム（サラフ）への回帰を志向しつつ

も，近代的諸制度を積極的に取り入れ，近代主義イ

スラームとも呼ばれることは本書にも記述しており

（20ページ），ワッハーブ主義との連続性についても

基本的な前提として序章で議論をしている（21ペー

ジ）。LIPIAがインドネシアにおけるワッハーブ主

義の橋頭堡のひとつであり，その影響が急進的なイ

スラーム主義者や正義党にみられることは本文中に

何度も指摘しているとおりであり，評者の指摘は不

当である。あるいは評者は（後者の）サラフィー主

義がワッハーブ主義とほぼ同義で使用されているこ

とをご存知なかったのであろうか（注３）。

　評者はまた正義党が「女性の権利に関して保守的

であることは疑う余地がない」と断言している。た

しかに正義党の考える女性の権利は西洋近代のそれ

と大きく異なっており，われわれの基準
� � � � � � �

からは「保

守的」かもしれない。しかし実際に正義党には女性

の活動家の積極的な参加があることは否定しえない

であろう。なぜ教育を受けた女性たちが正義党に惹

きつけられるのか，評者はどう説明するのであろう

か。本書では，これまでの他の諸運動における政治

集会における男女の扱いを描写することによって，

女性活動家たちの心理を説明しようと試みた（78～

79ページ）。筆者自身，この描写だけで十分だとは

思わないが，一片の真実を語っているのではないか

と思う。筆者は，極力恣意的な価値判断を避け，イ

ンドネシアにおける諸運動の論理を，「彼らの論理

に従って」描き出す努力をしたつもりである。

Ⅳ

　�最後に評者が「誤り」として指摘している２点

につき簡単に説明を加えておきたい。評者は，ダッ

ワ・カンプスを「第２章の初めの用語説明では『1970

年代後半からインドネシア全国の大学に拡大した』，

『学生の宣教運動』とあり，次のページでは『1980年

代以降に大学キャンパスを中心に形成されてきたイ

スラーム主義運動』となっているが，宣教運動とイ

スラーム主義運動は同一ではないし，時期について

も一致していない」と指摘している。時期について

は誤植であり，1970年代以降とすべきであった（注４）。

また筆者は両者を同一の運動と捉えている。ダッワ

（ダアワ）は宣教を示す一般名詞であり，例えばNU

やムハマディヤでも使用される。また学生の宗教運

動は極めて多様であり，イスラーム左派などを含め

イスラーム主義運動に含まれない潮流も多い。こう

した事実を前提として，さらにインドネシアにおけ

る大半の専門家や活動家の用法を踏まえたうえで，

大学キャンパスにおけるイスラーム主義運動を指し
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てダッワ・カンプスと呼んでいる。また，以上のよ

うな用法はマレーシア研究における「ダッワ運動」

とも共通する（注５）。仮に評者がこうした用法を否定

するのならば，別の理解枠組みを自ら提示すべきで

あろう。

　�評者は，ムハマディヤは「スンナと共同体の民」

を意味するアフル・アル・スンナ・ワル・ジャマー

アには含まれないとしていること，「FKAWJがこれ

を名乗ることは『インドネシアの国内的文脈とは無

関係である』」ことを誤りであると指摘している。ム

ハマディヤはもちろんスンナ派に含まれる。174

ページを慎重に読めば評者の誤解であることは分か

るだろう。ここで筆者が重要視しているのは，NU

が「スンナと共同体の民」という概念を頻繁に用い

て，（ムハマディヤなどとは異なる）自らの伝統（104

～108ページ）を再定義してきたことである（注６）。

　筆者は，異文化にどのような立場から接近し，そ

れを日本の読者にどのように提示すべきであるかを

自らに問いつつ，言葉の使い方に細心の注意を払っ

て執筆したつもりである。それでも不十分な表現や

説明があったかもしれない。他方で，評者は自らの

イデオロギー性に極めて無自覚ではないだろうか。

「西洋近代的」リベラリズムを無条件な前提として，

複雑なインドネシアのイスラームを善悪に切り分け

ているかのように思える。このように読者に不親切

な書評が生産的な議論をもたらすだろうか，改めて

評者に問い直したいところである。

　（注１）　例えば，拙著で十分に論じることができな

かったムハマディヤにおいては，この10年の間にアミ

ン・ライス，シャフィイ・マアリフ，ディン・シャム

スディンと思想的にも政治的にも立場がおおきく異な

る人物が議長を務めてきた。また，ムハマディヤに所

属意識を持つ知識人サークルにおいても，ジョグジャ

カルタ，バンドゥン，ジャカルタなど地域によってか

なりの差異がある。ジョグジャカルタにはジャワの伝

統文化を積極的に評価する故クントンウィジョヨが，

ジャカルタにはリベラル派にも近い勢力がおり，さら

にバンドゥンではシーア派や神秘主義への傾倒を強め

るグループもある。他方で，現議長のディン・シャム

スディンは（とくに国内の）イスラーム共同体の連帯

を優先課題として掲げる人物であり，また西ジャワや

スマトラの都市部におけるムハマディヤメンバーにお

いては正義党支持者の増加が伝えられている。

　（注２）　例えば大塚他（2002）には，前者の用語法

しか記載されていない。

　（注３）　評者はまた，初期イスラームからの逸脱

（ビドア）を避け，厳格な法適用を求めるワッハーブ主

義（サラフィー主義）と，政治的イデオロギーである

イスラーム主義は互いに影響を受けつつも同一視でき

ない，という本書の指摘（56～57，91ページ）を理解

していないようである。ワッハーブ主義は法的な厳格

性を最優先し，政治的には必ずしも活発ではない。な

おインドネシアにおけるワッハーブ主義については

ICG（2004）を参照。ワッハーブ主義の立場から，テ

ロリズムを否定する著作としてはBa' abduh（2005）が

ある。

　（注４）　この他，30ページ１行目「1940年代から独

立運動が存在」は「1950年代のダルル・イスラーム運

動」のことであり，198ページのマリオットホテル爆破

事件は2003年８月の誤りである。お詫びして訂正した

い。

　（注５）　例えば多和田（2005）を参照のこと。

　（注６）　例えば，NU東ジャワ支部のアウラ（Aula）

誌上で展開された「スンナと共同体の民」をめぐる議

論がBaehaqi（2000）に収録されている。
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